
新   旧   対   照   表 

 

 

改  正  後 改  正  前 

 

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に係る調

書の標準様式の制定について（法令解釈通達） 

 

  標題のことについては、別紙のとおり定めたから、今後、「内国税の適正な課税の確保を図る

ための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に係る調書の標準的な様式については、こ

れによられたい。 

 

（趣旨） 

  内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成 9

年法律第 110号）第４条第１項に規定する「国外送金等調書」及び同法第４条の３第１項に規定

する「国外証券移管等調書」の標準的な様式を定めたものである。 

 

 

別紙１ 

 

 （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に係る調

書の標準様式の制定について（法令解釈通達） 

 

  標題のことについては、別紙のとおり定めたから、今後、「内国税の適正な課税の確保を図る

ための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に係る調書（以下、「国外送金等調書」と

いう。）の標準的な様式については、これによられたい。 

 

（理由） 

  内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成 9

年法律第 110号）により、国外送金等調書の提出義務が新設されたことに伴い、その調書の標準

的な様式を定めたものである。 

 

 

別紙 

 

 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 
（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 



新   旧   対   照   表 

 

 

改  正  後 改  正  前 

 

別紙２ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（備 考） 

 １ この調書は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第４

条の３に規定する調書の標準的な様式として使用すること。 

  なお、調書に記載すべき事項を記載した書面をもって、この調書に代えることができる。 

２ この調書の記載事項は、次による。 

  ⑴ 「国外証券移管者又は受入者の住所（居所）又は所在地」の欄には、国内において有価証券（内国税

の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第２条第８号に規定す

る有価証券をいう。以下同じ。）の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者の住所（居所）又

は所在地を記載すること。 

  ⑵ 「国外証券移管者又は受入者の氏名又は名称」の欄には、国内において国外証券移管又は国外証券受

入れの依頼をする者の氏名又は名称を記載すること。 

  ⑶ 「国外証券移管等区分」の欄は、「１．国外証券移管」又は「２．国外証券受入れ」のいずれかの数

字を、○で囲むこと。 

  ⑷ 「国外証券移管等年月日」の欄には、国外証券移管等を行った年月日を和暦で記載すること。 

 

（新 設） 

 

平成 年分  国 外 証 券 移 管 等 調 書 
 

国外証券

移管者又

は受入者 

住所（居所） 

又 は 所 在 地 
 

氏 名 又 は 

名 称 
 

国 外 証 券 移 管 等 区 分 1 . 国外証券移管・ 2 . 国外証券受入れ 
国外証券移管等 

年 月 日 
年    月    日 

国外証券移管等の相手方の氏名
又は名称 

 

国外の金融商品取引業者等の営
業所等の名称 

 

国外証券移管等に係る相手国名  

国 外 移 管 等 を し た 有 価 証 券 

種類 銘柄 
株数又 

は口数 

額   面   金   額 

外貨額 

 

円換算額 
外貨名 

  
株(口) 

    
 千 円 

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

    
   

移管等の原因となる 

取引又は行為の内容 
 

（備考） 

金融商品取

引 業 者 等 

所 在 地  

名 称 
          （電話） 

                                                             

 （様式 ３７３） 

（用紙 日本工業規格 Ｂ６） 



新   旧   対   照   表 

 

 

改  正  後 改  正  前 

  ⑸ 「国外証券移管等の相手方の氏名又は名称」の欄には、国外証券移管を行った場合の国外における受

入者又は国外証券受入れを行った場合の国外における移管者の氏名又は名称を記載すること。 

  ⑹ 「国外の金融商品取引業者等の営業所等の名称」の欄には、その国外証券移管等に係る国外証券口座

を開設された国外における金融商品取引業者等の営業所等の名称を記載すること。 

⑺ 「国外証券移管等に係る相手国名」の欄には、国外証券移管等を行った相手国名（上記⑹の営業所等

がある国名）を記載すること。 

⑻ 「国外移管等をした有価証券」の欄の「種類」の項には、国外証券移管等を行った有価証券の種類に

ついて、「国債」「地方債」「普通社債」「外国公債」「外国社債」「株式」「株式等証券投資信託の受益権」

のように記載すること。 

⑼ 「国外移管等をした有価証券」の欄の「銘柄」の項には、国外証券移管等を行った有価証券の銘柄を

記載すること。 

  ⑽ 「国外移管等をした有価証券」の欄の「株数又は口数」の項には、国外証券移管等を行った有価証券

の株数又は口数を記載すること。 

  ⑾ 「国外移管等をした有価証券」の欄の「額面金額」の項には、国外証券移管等を行った有価証券につ

いて、その額面金額に係る外貨額・外貨名・円換算額をそれぞれ記載すること。 

  ⑿ 「移管等の原因となる取引又は行為の内容」の欄には、国外証券移管等の原因となる取引又は行為の

内容を記載すること。 

  ⒀ 「備考」の欄には、国外証券移管等の依頼をする者が、納税管理人の届出をしている場合にはその納

税管理人の氏名及び住所（国内に住所がない場合には、居所）を、法人課税信託の受託者である場合（当

該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。）には当該法人課税信託の名称及

び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地を記載すること。 

また、その他参考となる事項を記載すること。 

  

 


